
うつくしま水田農業ビジョン通信 Vol.３８ 平成１９年９月２５日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ＪＡ情報マネージメント」を利用

した集落営農経理一元化の概要 
 
１ システムの概要 

 ＪＡグループ福島では、品目横断的経営安定

対策に加入した（する）任意組織の経理一元化

の支援に向け、既存の事業系システムの「ＪＡ

情報マネージメント」と、会計処理ソフトの「Ｊ

Ａ青色申告ソフト（他、ソリマチ農業簿記シス

テム）」を利用し、更に、新たに開発した「損

益分配システム（ＪＡグループ福島バージョン

（又はソリマチ損益分配ソフト））」の一連のシ

ステム活用により、組織の決算と利益分配の計

算を容易に行えるツールを用意いたしました。 

 

 
 

（１）会計処理機能 

  組織の会計処理は、日々の取引を「ＪＡ情

報マネージメント」の電子データ（取引・仕

訳データ、貯金出納帳データ）を取り込むこ

とで、仕訳帳、現金出納帳(貯金出納帳)、買

掛・売掛入力等が自動作成されます。この後、

ＪＡ以外の取引等を入力し、決算処理を行い

ます。 

「ＪＡ情報マネージメン

ト」を利用した集落営農経

理一元化の概要 

 ＪＡ福島中央会 

     古川 明男 

決算処理は、決算振替え、棚卸、減価償却

費計算、自家消費・按分等の入力処理を行い、

決算書（貸借対照表・損益計算書）等を作成

します。 

これらは、ＪＡ青色申告ソフト（ソリマチ

農業簿記ソフト）を利用することで容易に行

うことができます。 

 

（２）損益分配機能 

  損益分配を行うためには、ソフトに予め構

成員の耕地や出資金などの基本情報を登録

しておきます。そして、ＪＡ青色申告ソフト

により処理された決算情報のデータベース

（電子データ）を呼び出し、その取引毎に損

益分配の方法（構成員数割、農用地面積割、

構成員指定、取引毎明細の４つ）を指定しま

す。 

この分配方法の指定に基づき、組織の決算

処理後の損益を構成員へ分配処理し、損益分

配通知書等（組織の決算書、個別の配分額（損

益・消費税額等）の通知）を作成し、組織か

ら構成員へ通知。構成員は各々、自分の農業

経営にその配分額を合算し、個人課税として

確定申告します。 
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２ システム利用の前提 

 

（１）システムの購入 

  集落営農組織またはＪＡが、「ＪＡ青色申

告ソフト（ＪＡが支援する場合は、複数組織

の一括管理のための「ＪＡ青色申告ソフトＪ

Ａバージョン」を準備）」及び「損益分配ソ

フト」を購入します。 

 

（２）組合員情報、貯金口座の保有 

  ① 集落営農組織に代表組合員情報（組合

員コード）を設け、組織としての普通貯

金口座（以下「代表貯金口座」という）

を開設します。 

  ② 構成員毎に同名の組合員情報（以下

「構成員情報」という）を設け、その組

合員コードを集落営農組織における「構

成員コード」として使用します。 

  ③ 代表組合員情報および構成員情報毎

に、購買品取引のための１つの「未収金

口座」を開設します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）ＪＡ情報マネージメントシステムの活用 

 

①ＪＡ情報マネージメントの利用申込み 

ア 代表組合員情報を申告者として、各

構成員を名寄者として申込みます。 

  ・ 提供コード（組織代表コード）、抽

出コード（組織代表コード・構成員

コード）、提供方法、取引貯金口座指

定等、基本事項の登録。 

イ 電子データ提供を希望する。 

・ＪＡ青色申告ソフト、損益分配シス

テムとのデータ連携を図るため、複

式簿記電子データ提供として申込

登録します。 

 

② 集落代表コード、集落構成員コードに

よる取引の実施 

 ※集落営農組織として取扱い資材の範囲を

予め定めておくと便利 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ⅲ 集落営農一元経理の手順と実施方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

○双葉地域農用地利用改善団体 

連絡協議会が設立 

去る 9 月 4 日、管内１９の農用地利用

改善団体代表者と関係者が出席し、双葉

地域農用地利用改善団体連絡協議会設立

総会が開催されました。 

この連絡協議会は、平成１８年度末に

管内関係機関・団体で構成される双葉地

域集落営農推進協議会で提案され、各集

落の実状にあった集落営農の実戦に向け、

集落営農組織の活動や運営方法について

の情報提供及び農用地利用改善団体相互

の意見交換が必要であるとの見方が強ま

り、連絡協議会設立に向けた協議が重ね

られてきました。 

設立総会では、「双葉地域の各農用地利

用改善団体が、昨今の農業を取り巻く厳

しい現状を打開すべく、活発な組織活動

を行う」ことを目的として活動していく

ことで、連絡協議会設立について承認さ

れました。 

会長には浪江町立野営農組合代表の山

田四郎氏が選任され、「この連絡協議会が

単に関係機関・団体及び各集落営農組織

代表者の連絡的な組織としてだけではな

く、農業の未来につながる活動について、

皆一体となって本気で考えていくための

場として活動を行っていきたい」との力

強い御挨拶を頂きました。 

「双葉地域農用地利用改

善団体連絡協議会」設立！
  
日時：平成 19 年 9 月 4 日 

場所：JA ふたば南部営農センター ふたば農業協同組合としても、これま

で、管内８町村ごとに担当職員を配置し、

集落営農の推進を行って参りましたが、

この連絡協議会事務局としての活動を含

め、各集落営農組織が主体的に活動、運

営が行われるよう関係機関との連携を図

りながら積極的な支援を行って参りたい

と考えております。  
 

総会終了後には、JA 福島中央会技術常

任参与永石正泰氏から、全国の集落営農

及び品目横断的経営安定対策の加入状況、

米を取り巻く情勢等について御講演を頂

き、出席者の今後の活動の足がかりとな

りました。 

ＪＡふたば代表理事組合長 志賀秀榮

 

 

○役員紹介（敬称略） 

会 長 山田四郎（浪江町立野営農組合） 

副会長 芳賀吉幸（広野町上浅見川営農組合） 

 木幡敏郎（双葉町下羽鳥営農組合) 

監 事 山田文夫（富岡町大原農事研究会） 

 廣嶋公治（大熊町熊川区営農組合） 

委 員 猪狩昭吉（楢葉町下繁岡営農改善組合） 

 志賀泰三（川内村第七区集落農用地利

用調整組合）  

 松本忠光（葛尾村かつらお地区営農 

改善組合）     

 

 
 


